
区分 要件 内容

基本
要件

位置 中央大通り沿線エリア（県道佐賀停車場線に接する土地）であること。

用途

新築建築物の低層階（少なくとも地上１階）が賑わい機能（※）であること。

※昼間時間（午前９時～午後６時）の営業時間が３時間以上であること。

まちづくりの観点から適しない事業（暴力団等が関与する事業、風俗営業等）でないこと。

建物規模
新築建築物が地上２階建て以上であること。

※ただし、唐人一丁目北から中央橋までの沿線上の場合は、地上１階建ても可とします。

トータルデザイン

との適合

中央大通りトータルデザインのデザインガイドラインに定める次の整備基準に適合すること。

・「中央大通りから感受できる賑わいの創出」

・「シンボルロードとして魅力ある街並み景観の創造」

・「快適な歩行空間の創出」

拡充
要件

低未利用地活用

令和４年３月３１日以前から低未利用地であった土地において、民間建築物を建築すること。

※ただし、令和４年４月１日以降に、耐震診断義務化建築物を解体して発生した低未利用地の場合は、当該要件

を適用します。

集約化促進
令和４年３月３１日以前の使途が異なる２以上の土地を一体的に活用して、１つの構えをなす民間建築

物を建築すること。

加算
要件

子育て支援機能 キッズスペース、授乳室の整備、ベビーベッド、おむつ交換台の設置等を行うこと。

滞留空間機能
中央大通りトータルデザインのデザインガイドラインに定める次の整備基準に適合すること。

・「憩いと交流が生まれる空間の創出」

防災機能 止水板、蓄電池（定置型）、備蓄倉庫等の設置を行うこと。

佐賀市中央大通り土地利用リニューアル支援事業補助制度 のお知らせ！！
佐賀市では、中央大通り沿線の将来像の実現に向けて、土地利用方針に沿った機能配置を促していくため、

中央大通り沿線において民間建築物を建築する方々を支援します！ 【認定期間】令和４～８年度（５年間限定）
【支援総額】10億円

一定規模の賑わい機能を伴う整備を要件として、

解体～建築の一連の費用負担を軽減するための支援を行います。

【建築】
新築建築物の固定資産税相当額（５年分）を支援します！

※土地の有効利用や来街者の利便性向上等を図るため、

特に期待される整備手法・機能整備の場合、

支援レベルを拡充・加算します！

［整備手法］低未利用地活用、集約化促進

［機能整備］子育て支援機能、滞留空間機能等

【解体】
既存建築物が存する土地の固定資産税相当額（２年分）を

支援します！

【統合】
土地譲渡に係る所得税等に要する経費を支援します！
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事業区分 補助対象者 補助金の種類 補助金額の算定方法

建築 建築に要する経費を負担

する者

○建築 新築建築物に係る１年目の固定資産税の評価額×１.４％×５か年

※補助金の交付は、次のいずれかの交付方法を選択できます。

［一括払］補助金額の総額を１年目に一括して交付

［分割払］補助金額の総額を５年間に分割して年度ごとに交付

拡充

低未利用地活用

集約化促進

加算

子育て支援機能 対象機能の確保に要する経費

滞留空間機能 対象機能の面積×補助基準額（10万円/㎡）

防災機能 対象機能の確保に要する経費

解体 解体に要する経費を負担

する者
○建築物解体

①・②のいずれか低い額

①既存建築物が存する土地面積×補助基準額（5,000円/㎡）

☞補助基準額は、毎年度見直しを行います。

②補助対象者が負担した解体工事費

※既存建築物の存する土地において、新築建築物を建築する場合のみ対象

とします。

統合 統合する土地の譲渡に要

する経費を負担する者
○土地譲渡

土地譲渡に係る所得税、住民税、譲渡に要する経費

※建築（集約化促進）を実施する場合かつ民間建築物の建築に着手する前

までに土地を譲渡した場合のみ対象とします。

≪補助金の上限額≫

支援内容

事業区分 補助金の種類

補助金の上限額

建築を行う事業地の面積（補助対象部分）

500㎡未満
500㎡以上

1,000㎡未満

1,000㎡以上

2,000㎡未満
2,000㎡以上

建築

○建築 1,000万円 2,000万円 4,000万円 7,000万円

拡充

低未利用地活用 1,500万円 3,000万円 6,000万円 1億円

集約化促進 2,000万円 4,000万円 8,000万円 1億5,000万円

加算

子育て支援機能 100万円

滞留空間機能 300万円

防災機能 100万円

解体 ○建築物解体 800万円

統合 ○土地譲渡 700万円



【Step－Ⅲ】事業実施等

申請手続

【Step－Ⅰ】事前協議

【申請者】
Ⅰ－① 事前協議
☞新築建築物の概要資料（図面等）を提出

します。

【佐賀市】
Ⅰ－② 書類審査

Ⅰ－③ 事前協議結果通知
☞提出書類に基づき、新築建築物が要件に

適合しているかを確認します。

☞事前協議結果通知書を交付します。

【Step－Ⅱ】認定申請

【申請者】
Ⅱ－① 認定申請
☞申請する事業区分（建築・解体・統合）

について一括申請します。

☞事業区分ごとに事業計画書を作成します。

【佐賀市】
Ⅱ－② 書類審査

Ⅱ－③ 認定通知
☞提出書類に基づき、事業内容を審査し、

要件に適合しているかを確認します。

☞事業の認定通知書を交付します。

【申請者】
☞事業区分ごとに個別に届出（着手届・完了届）が必要です。

☞認定通知日の翌日から起算して５年以内に建築を完了する必要があります。

建 築 着手届 建築工事 完了届

解 体 着手届 完了届解体工事

統 合 着手届 完了届土地譲渡

･･･ 課税｜固定資産税

･･･ 課税｜住民税

【Step－Ⅳ】補助金交付申請等

【申請者】
Ⅳ－① 交付申請
☞事業区分ごとに個別に申請が必要です。

☞市税の完納証明書の提出が必要です。

【佐賀市】
Ⅳ－② 書類審査

Ⅳ－③ 交付決定・確定通知

【申請者】
Ⅳ－④ 交付請求

【佐賀市】
Ⅳ－⑤ 補助金交付手続

Ⅳ－⑥ 補助金支払

建築 解体 統合

申請等に必要となる書類は「佐賀市中央大通り土地利用リニューアル支援事業補助金交付要綱」をご確認ください！

申 【建築】［一括払］新築建築物の固定資産税（１年目）が課税される年度の12月末日
請 ［分割払］１年目：同上 ／ ２～５年目：各年度の12月末日
期 【解体】 解体完了日が属する暦年の12月末日
限 【統合】 土地譲渡に係る住民税が課税される年度の12月末日



■問い合わせ先
佐賀市 商業振興課商業振興係
☎ 0952-40-7100
✉ shogyo@city.saga.lg.jp
〒840-8501 佐賀市栄町１番１号

（佐賀市役所本庁舎６階）

補助金交付までの流れ（例）

年度

月 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

○ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ● ◇ ･･ ･･ ･･ ･･ ◆ ☆ ･･ ･･ ★

○ ･･ ● ☆ ･･ ･･ ★

● ◇ ･･ ･･ ･･ ･･ ◆ ☆ ･･ ･･ ★
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対象エリア（中央大通り沿線エリア）

上図の で示した道路（県道佐賀停車場線）に接する土地

制度の詳細、交付要綱、申請様式等は、

佐賀市ホームページ をご確認ください！

（ https://www.city.saga.lg.jp/main/82623.html ）

中央大通り 土地利用 リニューアル


